	【１】事業実施計画

	【評価項目設定の趣旨】
本事業は、令和９年度末までに、複数の施設を同時進行で調査、設計及び工事を行う必要がある。また、市民利用が多い地域文化振興の拠点である施設であると共に、業務を停止することができない宿泊施設等のエリアが多く存在する。そのため、事業実施期間の連絡体制、指揮命令系統及び責任体制が適切に構築され、確実かつ実現性の高いスケジュールに基づき事業を実施していくことが重要となる。
以上を踏まえ、事業を確実に実施するための計画（事業実施計画）について優れた提案を期待し、評価項目として設定するものとした。


	【提案内容】
⑴　事業実施体制（評価項目に係る提案内容も含む）について具体的に記載すること。特に、次の内容は、必ず記載すること。
・単独事業者の場合、社内での具体的な役割、人員配置計画
　　グループの場合、構成員ごとの具体的な役割、人員配置計画
・発注者との窓口等の連絡体制（通常時、緊急時）
・指揮命令系統、責任体制の構築
（補足）人員配置計画について、代表企業の具体的な体制、人数を記載するとともに、配置予定者の実務経験や類似案件の実績を記載すること。また、本人員配置計画は契約事項となるため、実現可能な内容とすること。

⑵　次のそれぞれについて、スケジュールを具体的に記載すること。
　① 優先交渉権者決定～詳細設計完了【令和８年３月中旬～令和８年４月中旬】
（補足）現地調査、詳細設計、台帳作成、詳細協議等について具体的かつ実現可能なスケジュールを記載すること。
② 契約締結～事業完了　　　　　　【令和８年７月初旬～令和１０年３月末】
（補足）予備期間の確保等、スケジュール上、工夫した点が分かるよう記載すること。また、本スケジュールは契約事項となるため、実現可能なスケジュールとすること。

	【その他】
⑴　事業実施計画を示す提案書の枚数は本様式３－２の２枚（事業実施体制：１枚、スケジュール：１枚）のみとする。なお、本様式の枠及び余白のサイズ変更や枠外への記載は一切認めない。指定された様式の枠内に具体的かつ簡潔に提案内容を記載すること。
⑵　提案内容を補完するための補足説明資料（提案内容の根拠を示す詳細資料等）を参考資料として添付することは不可とする。
⑶　各提案の内容に応じ、趣旨・コンセプトを明確にするとともに、提案内容がもたらす具体的な効果及び本市のメリット等について分かりやすく明確に記載すること。具体性に欠ける等のあいまいな記載や効果・メリットが判断できない提案内容等は評価の対象としないため、注意すること。
⑷　本提案は契約事項となるため、履行可能な内容とすること。


様式３－２

様式３－３

	【２】使用機器の性能・信頼性

	
【評価項目設定の趣旨】
本事業は、地域文化振興の拠点である施設等を対象として多くのＬＥＤ照明を導入するため、引渡し後の維持管理も踏まえた、機器の選定が重要なポイントと考える。特に、維持管理性能が高く、耐久性（故障率の低さ、長寿命等）に優れた器具を採用することが望まれる。
以上を踏まえ、本市が維持管理する上で使用機器の性能・信頼性について優れた提案を期待し、評価項目として設定するものとした。


	【提案内容】
　使用機器の製造業者名や性能等について、様式３－３の表に記載すること。


	【その他】
⑴　使用機器の性能・信頼性及び施工計画を示す提案書の枚数は本様式３－３、様式３－４の１枚のみとする。なお、本様式の枠及び余白のサイズ変更や枠外への記載は一切認めない。指定された様式の枠内に具体的かつ簡潔に提案内容を記載すること。
⑵　提案内容を補完するための補足説明資料（提案内容の根拠を示す詳細資料等）を参考資料として添付することは不可とする。
⑶　各提案の内容に応じ、趣旨・コンセプトを明確にするとともに、提案内容がもたらす具体的な効果及び本市のメリット等について分かりやすく明確に記載すること。具体性に欠ける等のあいまいな記載や効果・メリットが判断できない提案内容等は評価の対象としないため、注意すること。
⑷　本提案は契約事項となるため、履行可能な内容とすること。




	【３】施工計画

	【評価項目設定の趣旨】
本事業において、天井材にアスベスト含有建材が使用されていた場合及び既設照明器具が吊ボルト等で適切に支持されていなかった場合の対応等、あらゆる状況を適切に把握し、契約額の中で確実に事業を実施することが重要である。
以上を踏まえ、事業を確実に実施するための計画（施工計画）について優れた提案を期待し、評価項目として設定するものとした。


	【提案内容】
⑴　天井材にアスベスト含有建材が使用されていた場合の対応について具体的に記載すること。
（補足）調査方針（調査手法、調査実施者等）、アスベスト含有資材の撤去に関する方針、廃棄方法等について記載すること。また、上記内容が適切に提案金額に含まれているか否かについて記載すること。
⑵　既設照明器具が吊ボルト等で適切に支持されていなかった場合の対応について具体的に記載すること。
（補足）施設の重要性や利用者の安全を考慮して、天井（躯体）にアンカーを打設する等の適切な方法を提案すること。また、上記内容が適切に提案金額に含まれているか否かについて記載すること。


	【その他】
⑴　使用機器の性能・信頼性及び施工計画を示す提案書の枚数は本様式３－３、様式３－４の１枚のみとする。なお、本様式の枠及び余白のサイズ変更や枠外への記載は一切認めない。指定された様式の枠内に具体的かつ簡潔に提案内容を記載すること。
⑵　提案内容を補完するための補足説明資料（提案内容の根拠を示す詳細資料等）を参考資料として添付することは不可とする。
⑶　各提案の内容に応じ、趣旨・コンセプトを明確にするとともに、提案内容がもたらす具体的な効果及び本市のメリット等について分かりやすく明確に記載すること。具体性に欠ける等のあいまいな記載や効果・メリットが判断できない提案内容等は評価の対象としないため、注意すること。
⑷　本提案は契約事項となるため、履行可能な内容とすること。


様式３－４


	【４】保証期間の対応

	【評価項目設定の趣旨】
本事業では、ＬＥＤ照明の保証期間は引渡し後５年間を基本とし、当該期間中における不具合発生時の原因調査及び器具交換も受注者の責任において実施するものとしている。本事業の対象施設は、市民利用が多い地域文化振興の拠点であると共に、業務を停止することができない宿泊施設等のエリアが多く存在することから、速やかな対応が望まれる。
以上を踏まえ、保証期間内の対応を確実かつ速やかに実施するための体制について優れた提案を期待し、評価項目として設定するものとした。

	【提案内容】
⑴　保証年数について記載すること。
⑵　不具合発生時の対応（調査に要する日数等）について記載すること。なお、器具交換に要する日数は、一般的な照明器具（特殊仕様のものは含まない）の交換に要する標準的な日数を記載すること。
（補足）これらの日数は契約事項となるため、実施可能な日数とすること。
⑶　機器ストック体制について記載すること。
（補足）採用メーカーの機器ストック体制・供給網の充実度、これらを補完するための独自の機器ストックの実施等について具体的に記載すること。


	【その他】
⑴　保証期間の対象及びその他有効な提案を示す提案書の枚数は本様式３－５、様式３－８の１枚のみとする。なお、本様式の枠及び余白のサイズ変更や枠外への記載は一切認めない。指定された様式の枠内に具体的かつ簡潔に提案内容を記載すること。
⑵　提案内容を補完するための補足説明資料（提案内容の根拠を示す詳細資料等）を参考資料として添付することは不可とする。
⑶　各提案の内容に応じ、趣旨・コンセプトを明確にするとともに、提案内容がもたらす具体的な効果及び本市のメリット等について分かりやすく明確に記載すること。具体性に欠ける等のあいまいな記載や効果・メリットが判断できない提案内容等は評価の対象としないため、注意すること。
⑷　本提案は契約事項となるため、履行可能な内容とすること。


様式３－５


様式３－８

	【８】その他有効な提案

	【評価項目設定の趣旨】
本事業は、現地調査・詳細設計、工事の実施、保証期間の対応（維持管理）まで多岐にわたる内容であり、民間のノウハウを活用して効率的かつ経済的に照明のＬＥＤ化を行うものである。
このことから、他の評価項目にはない事項に関して、事業者の提案内容も含めた本事業の実施内容を強化・補完するために独自で行う有効な提案について、優れた提案を期待し、評価項目として設定するものとした。


	【提案内容・評価の視点】
他の評価項目にはない事項に関して、事業者独自の提案内容を具体的に記載すること。
なお、次の点に留意すること。
・提案内容がもたらす具体的な効果及び本市のメリット等について説明すること。
・内容が単なる蛇足的な提案にならないこと。
・本事業の趣旨・コンセプトに沿った提案内容とすること。


	【その他】
⑴　保証期間の対象及びその他有効な提案を示す提案書の枚数は本様式３－５、様式３－８の１枚のみとする。なお、本様式の枠及び余白のサイズ変更や枠外への記載は一切認めない。指定された様式の枠内に具体的かつ簡潔に提案内容を記載すること。
⑵　提案内容を補完するための補足説明資料（提案内容の根拠を示す詳細資料等）を参考資料として添付することは不可とする。
⑶　各提案の内容に応じ、趣旨・コンセプトを明確にするとともに、提案内容がもたらす具体的な効果及び本市のメリット等について分かりやすく明確に記載すること。具体性に欠ける等のあいまいな記載や効果・メリットが判断できない提案内容等は評価の対象としないため、注意すること。
⑷　本提案は契約事項となるため、履行可能な内容とすること。






